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IR の組織基盤、実践、スキルミクス 
－一橋大学 IR の事例から－ 

  

松 塚 ゆかり 
  

      ＜要 旨＞ 
本稿では、大学組織内における情報及びデータの収集と分析に重点

を置き、その結果を教学活動並びにその成果の把握、教育方針の策定、
改善計画に反映させようとするアメリカ型 IR を、これを実践する一
橋大学の例を用いて考察した。まず日本において IR が注目され、導
入されるに至った大学を囲む環境変化について概観した後、一橋大学
における IR 導入の背景と実践の経緯を振り返る。次いで、同大学に
おける 2006 年以来の IR の諸活動を、システム・アプリケーション開
発、データベース構築、データ分析と結果配信等の側面から多角的に
検討するとともに、アメリカ型 IR を実践する上で必要不可欠な人材
のスキル構成を明らかにする。また、アメリカ型 IR は、大学組織内
で専門知を共有・活用し、教育改善へと導こうとするナレッジマネー
ジメント（KM）に繋がる特性を有していることに着目して、IR と
KM とをつなげる組織基盤、大学の文化と学術的特色、教職員協働の
あり方を探りたい。 

 
 
１．はじめに 

 
質保証の要請、少子化、競争の激化そして予算削減への対応が迫られる

中、大学は教育、研究、組織運営において自らの特徴や資源及び市場を的
確に把握し、これを大学運営に敏速に反映していくよう求められている。
1960 年代よりアメリカを中心に急速に発展・拡大した IR（Institutional 
Research: 大学機関調査研究）が近年日本で注目されているのは、IR の主
活動がこれら大学を囲む環境変化への対応に資すべく設計されているから
である1)。IR は、「高等教育機関の組織内で、計画立案、政策形成、意思決
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定を支援するために情報を提供するための研究（Saupe 1990)」と一般的に
定義され、アメリカでは教育、研究、財務、教員業績、組織ガバナンス、
学生調査など多岐に渡る分野を対象とする2)。 

アメリカではさらに 1990 年代後半より、情報のみならず教職員の「知」
を効果的に活用しようとする「ナレッジマネージメント（Knowledge 
Management）」を導入する動きが高まった。学生ニーズの多様化、非営利
機関の市場参入、競争の激化、アカウンタビリティーの強化を求める社会
的要請に応えるために、大学は「知を創造し続ける組織（Knowledge 
Creating School）」でなければならないとされ、大学を構成する個々人の
「知」を掘り起し、また共有し、教育、研究、組織運営の向上に貢献する
ことが目指された（Hargreaves 1999、Stevenson 2000）3)。ナレッジマネー
ジメントはこれを実践しようとする多くの大学で IR 部門に位置づけられ
ることとなり、Servan (2002)は、IR は「情報管理」、「分析」、「評価」、「調
査研究」という主業務「4 つの顔」に、新たに「ナレッジマネージメント」
という「5 番目の顔」を持つに至ったと著している4)。 

日本における IR あるいはそれと類似した活動実践の歴史は古くはない。
大学の「自己研究」という意味では、1970 年に広島大学に「大学問題調査
室」が設置されている。しかし同大学は、1972 年の「高等教育研究開発セ
ンター」の設置を経て、大学内部の問題の調査・研究を越えて、広く高等
教育の基礎研究及び応用研究を行う組織へと変貌している。日本で IR が
本格的に議論され、また研究されるのは、1990 年代まで待たなくてはなら
ない。しかし、その後急速に認知されるのは周知の通りであり、その背景
には、高等教育の財政危機に伴う大学の自己評価の必要性（江原 1994）、
大学の管理運営と教育評価も含めた大学の説明責任の重要性（山田 2005）、
効果的大学運営のために計画立案と意思決定を信頼性あるデータとその分
析で支える必要性（中井他 2003）が高まったことなどが挙げられている。 

2000 年代後半には、文部科学省にも IR 推奨の動きが見られるようにな
る。中央教育審議会の大学分科会で国公私立大学における教育情報発信の
義務付けについて討議されはじめたのは 1999 年であったが、その後、これ
を可能とする基盤整備への要請が急速に高まっていく。情報発信を義務付
ける分野として「教育内容」、「学生」、「大学組織」、「経済的枠組み」、「学
習支援・学習環境」が挙げられたが、これらに係るデータベースの構築と、
データを整理、加工、分析する体制として IR が推進されることとなる。
その具体的なあらわれとしては、大学教育・学生支援推進事業や戦略的連
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携事業の公募で、IR あるいは情報基盤の整備が支援事業の対象として明示
されたことがある。例えば平成 22 年の大学教育・学生支援推進事業の公募
では、「全学的な教学管理体制の整備」として全学 FD やティーチング・ポ
ートフォリオの開発実践と併せて IR が取組対象となっている。 
 

1.1 日本で展開する IR 

大学運営の向上・改善が問われる時勢的背景と文部科学省の奨励を受け
て、日本においても IR を担当する組織が設置され、また IR と銘打ってい
ないまでもその活動を担う部署が着実に増えている。その実践形態や活動
内容は一様ではなく、外形的には三つに大別できるものと思われる。第一
に、国立大学において 2004 年の法人化と前後して、外部評価や自己点検・
評価の義務化、中期目標・中期計画の設定と実践、法人評価や認証評価に
対応するために設置された評価室が IR の機能を担う体制である。代表的
な例としては九州大学や名古屋大学が挙げられよう5)。大学評価担当室が原
型である場合の特徴としては、執行部直属あるいは総務課に所属する組織
として位置付けられること、調査業務に加えて、データ収集管理や、評価
実務など、管理・事務系の業務やその支援にも携わっていることである。 

二つ目の IR は、学生調査とその分析を活動の主軸とする組織であり、
他大学とも密に連携しながら、比較調査・研究及び IR のスキルやノウハ
ウの共有を通して集合的に教育の質保証を推し進めようとするものである。
代表的な例には平成 21 年度の文部科学省戦略的大学連携支援事業に採択
された同志社大学、北海道大学、大阪府立大学、甲南大学が連携しこれら
大学間の「相互評価」を教育改善に活用しようとする試みが挙げられよう。
山田（2011）はこういった連携型評価における IR の重要性を、「高等教育
が教育・研究において社会的責任を果たすためにも、大学の教育効果や学
生の学習成果を正確に測定し、大学評価や教学改革につなげる、体系的且
つ包括的な学生調査とそれに見合ったデータ解析手法の確立が喫緊の課題」
であると記している。 

三つ目のケースは、本稿で言及しようとする、大学組織内における情報
やデータ収集と分析に重点を置き、大学の教学活動の現状把握、方針の決
定、改善計画などに反映させようとするアメリカ型の IR である6)。自学を
知り他学との違いを明確にするためには、学外の情報やデータ収集も不可
欠であり、その活動には共同調査を含む他大学との連携活動も含まれる。
分析の内容やメソッド、分析に伴う仮説の設定はオープンエンドな探索型
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も多く、その意味では研究色が濃く、二つ目の IR 組織に近い面も兼ね備
える。連携型との決定的な違いは、主データの質が異なることであろう。
機関を跨って活用できる学生調査やアンケートのデータも収集するとは言
え、主となるのは定量的な成績、履修記録、進路などの学内データである。
これらのデータは原則個々の大学に属するものであり、厳然なセキュリテ
ィー管理のもとに扱われ、通常学外者は接することはできない。IR－大学
機関調査研究－という目的に準じた、個々の大学の現状を詳細に調査研究
し、その大学の運営に資することを主要課題としており、その目的上の観
点からは、評価室型に近いとも言えるが、そことの違いは、大学のマネー
ジメントや中期目標・中期計画の策定や報告書作成、第三者評価への対応
に直接関与する実務的活動は行っていないという点であろう。 

尚、三つ目の IR は、アメリカ型に近いという同様の理由で、機関単位
での情報活用の実践と言える「ナレッジマネージメント」に自然と繋がる
性質を有している。大学には情報、統計分析、教育、経営などの専門家が
居るわけだが、それら分野専門家の学術的な「知」を借りながら、発展的
に分析課題や分析手法を更新していくことを含意している。 

以下では、三つ目の IR の事例として国立大学法人一橋大学で実践され
ている IR を扱いたい。まず、IR を導入・実践するとき、そしてそれをナ
レッジマネージメントへとつなげる時、その成功を左右するのが大学の組
織文化であることに注目し、IR 促進のための組織や文化の特徴に触れる。
次に、IR の具体的活動と体制について、導入期から中期に至る 2012 年ま
での展開を記述する。次いで、アメリカ型 IR を実践するために必要な人
材構成「スキルミクス」を考察したい。最後に、IR の発展的展開として、
組織内の「知」を集約・共有し、教育改善、研究強化、組織改革へとつな
げるとされるナレッジマネージメント（KM）の可能性を探る。 
 
２．IR を促進する組織基盤 

 
新しい取組を行うためには、それに必要なリソースやノウハウが掌中に

あることはもとより、その活動が組織内で受容され得る環境あるいは条件
がある程度整っていなければならない。教育の質保証が求められるように
なるここ十数年前までは、個々の教員が提供する教育の内容あるいは学生
の学習成果等について具体的な情報を公開するよう要求されていたわけで
はなかった。教育の説明責任遂行を課題とする取組は成績制度改革やティ
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ーチング・ポートフォリオ、シラバスの公開などを通して日々進展がみら
れてはいるものの、個々の教員は自身の講義内容や教授法等について関与
されることに寛容であるとはいまだに言い難い。そのような中、教学デー
タを蓄積・分析して教育改善へと繋げていこうとする IR のような活動は、
支持とは言わないまでも、容認される程度にその必要性が認められていな
ければ進めることはできない。 

一橋大学で IR の構築・実践が順調に進んだ背後にはいくつかの時勢的
な要因があったことに加えて、組織特有の文化的なインフラに特徴があっ
たと言える。まず、一橋大学は 2007 年度に大学評価・学位授与機構による
機関別認証評価を受審している。ここで説明するまでもなく、認証評価は
教育研究活動等について個別大学による「自己評価」の結果を分析し、こ
れを評価機関がピアレビューを通して評価する構造となっている。自己評
価では、大学として満たすべき 11 の基準ごとに活動状況を述べその根拠と
なる理由を記述する。全ての記述について根拠資料が求められ、可能であ
れば「数値的」根拠を、少なくとも記述を支える信頼に足りる根拠を提示
しなければならない。  

それまで財務や人事管理、そして研究実績などの情報に比して、教学面
での努力事項に関するデータ管理環境が整備されていなかったのはいずれ
の大学においても同様であろう。国立大学の法人化に伴い外部・内部の評
価活動が一層盛んになることが明白な中、評価目的のために情報やデータ
を取り揃えるのでは不十分且つ非効率であることが認識された。日々の教
学活動に伴い自然に発生するデータを蓄積・分析し、そのアウトプットを
活用する一環として評価資料としても提供する、という主体的且つ恒常的
な情報管理の体制構築が進むこととなる。 

次に一橋大学では 2010 年より GPA 制度が本格導入された。これより
前の 2007 年に成績説明請求制度を導入、2008 年に計算式の公式化とあわ
せて「放棄」と「不合格」の統一、「履修撤回」の導入、そしてこれらと並
行して低 GPA 取得者への支援体制を試行した。そして 2010 年には一定の
GPA 値を卒業要件として採用することで制度の本格導入に至る。この一連
の流れの中で、成績や履修行動に係る詳細な統計データを蓄積・分析し、
GPA 制度の実効性、妥当性、有効性、継続性、課題を明らかにするべきと
の声が高まる。また、GPA 制度の健全且つ効果的運用のためには、その数
値変動のみならず、教学に係る多岐に渡る周辺状況を具体的に把握するこ
との重要性が議論された。例えば、学生については、生活の実態、授業外
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学習状況、休学や留学の情報、教員や大学側にとってはカリキュラム構成、
成績評価方法、授業の内容や形態等を総合的に検討することで成績制度改
革の真の意味と効果を浮き彫りにすることができると考えられたのである。 

GPA 導入時においては既に IR のデータベースには成績と履修に関する
過去 20 年の教務データが取り込まれており、また教学活動の効果を示す指
標として卒業生の進路情報や授業と学習に関するアンケートの結果が統合
されていた。これらの IR データは GPA 制度のインパクトを検証する材料
として即時に活用されることとなる 7）。 
 然るに、一橋大学において IR の必要性が認められたのは、過去数年来
同大学が教育の質向上を前提とした実質的な教育改善の諸施策を講じてき
たことが作用している。しかし、質保証への努力は国内のいずれの大学に
おいても求められたことであり、一定の大学に課された課題ではない。一
橋大学における IR の円滑な展開にはもう一つ、大学運営及び研究・教育
の理念と方針、そして、社会科学、すなわち社会の諸問題を科学的に分析
し解決しようとする学問上の特色がかかわっていると思われる8)。なかんず
く、実証研究を尊重する研究・教育指向とそのディシプリンが影響してい
ると考えられるのである。事実、他大学では教育データの分析や公開、あ
るいは学生の生活や学習に関して詳細なデータを収集し分析することにつ
いて、時にプライバシー保護の観点から、時に教育をエビデンス・ベース
で評価することへの疑問から、学内教員の抵抗に遭って頓挫するケースが
少なくない。 
 一橋大学においても、GPA による「教育成果の数値化」に難色を示す意
見が無いわけではない。しかし、GPA 制度導入の「インパクト」について
「数値を用いて明らかにする」ことについては容認、というよりもむしろ
歓迎されているといえよう。GPA を試験的に導入した頃より、その成績や
履修行動におけるインパクトの分析結果が、教育関連専門委員会及び教授
会で報告され、その後もこれらの場に加えて、全学 FD や学部・研究科単
位の FD 等において定期的に情報が共有されている。情報の中には時に教
員の成績付与の在り方に牴触するデータも含まれており、教員コミュニテ
ィーから歓迎される類の情報ではないにもかかわらず、これらの情報の公
開に反対する声があがったことは筆者の知る限りではない。 
 自らを構成員とする組織にあっても、その決定事項や実践の推移と結果
を客観的に見つめようとする研究者としてのスタンス－換言するなら、情
報を欲する興味関心が大方の場合に優先されているようにも見える。それ
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ばかりか、分析に用いた統計手法、仮説の立て方、分析結果の提示の仕方
等について時に容赦のない指摘や要望が寄せられる。一橋大学の IR はこ
れらに応える形で充実性を高めてきたといえよう。そして、これら学内で
のやりとりが、組織的特徴として表出することによって、図らずしてナレ
ッジマネージメントが形作られていくのである。その行程において実証理
論、数理モデル、倫理的配慮、教育学的見解など、専門的「知」と「スキ
ル」が共有され、このことは、Hargreaves（1999）がいう、大学における
学術的関心との融合性を帯びたナレッジマネージメントの実践と言える。 
 以下では一橋大学の IR 構築の経緯を振り返ると同時に、その中でナレ
ッジマネージメントがいかに位置づけられてきたのか、そのことの意味と
可能性、そして今後の課題を考察してきたい。 
 
３．初期の設計と実践 

 
 2006 年度から一橋大学で始められた IR は、アメリカの場合と同様教学
に焦点をあてたものであった。IR 導入と並行してアメリカの 7 大学と専門
機関 4件で IRとナレッジマネージメント（KM）の現地調査を実施したが、
その際に確認された主要業務に沿う形で活動が構成されている9)。図 1 に一
橋大学における IR の枠組みを、システムと業務の配置を中心に示す。 
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ここではIRの構成を、（1）システムとアプリケーション開発、（2）デー
タベース構築、（3）分析と配信、の三つの領域に分けて表している。まず
バックエンドにおいては学内外からデータが入ってくるが、その際にシス
テム開発の分野では、データ配送システムの整備、セキュリティー基盤の
強化、ルーティングの整備等が行われる。アプリケーション開発の領域で
は、入手するデータの暗号化・複合化などの開発が行われた。つまりここ
ではデータが「入ってきやすい」基盤の整備がなされ、その上で学内外の
教学データが集約されていくのである。 

これらのデータは IR サイトにある「全学教育データベース」に蓄積さ
れるが、データは大きく次の四種に分けられる。①履修・成績・学生関連
の教学基礎情報、②進路データや入学関連データ、③授業と学習に関する
アンケートなど学内で実施される定期、不定期の調査結果、④学外から入
手するデータである。①、②、③の学内で収集される情報は、時に個々の
学生をケース単位として、あるいは科目等の教育提供側の変数をキーとし
て統合され、データセットが作成される。④の学外データには、大学が主
催する卒業生調査や企業調査、及び、他大学や他機関が実施した学生調査
や企業情報などが含まれる。これらの外部データについてもケースをグル
ープ化し、変数の一貫性を確保した上で適宜統合される。ここではデータ
統合の他、セキュリティーレベルに準じたデータセットの階層化に加え、
プログラミングの観点からは変数のコード化などの処理も行われる。つま
り、実際にデータを活用する次段階を前に、「分析しやすい」かたちにデー
タが変換・加工されるのである。 
 分析内容は多岐にわたる。主要なのは履修履歴や成績データ、及び各種
アンケートデータを学期ごとに分析し、単年の集計・分析を定期的に行う
ことに加えて、過去何年かの分析結果を時系列で比較し、その変化や推移
をモニタリングする。統合データを用いた分析例としては、学生による授
業評価と履修行動との関連性、在学時の履修状況や成績と卒業後の進路と
の関係などが主要な課題として挙げられよう。分析ソフトも分析の内容や
分析者の得手不得手により複数設定されており。多用しているのが
STATA 及び SPSS 等の定量分析ソフトである。他に定性分析には QSR 
NVivo や SPSS の Text Analysis も用いる。さらに、ナレッジマネージメ
ントに不可欠と言われるマインニングのために、SPSS の Clementine も使
用している。 

IR にしても KM にしても教育や学習の分析において重要なのは、学生の
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行動を左右する要因は複雑かつ推測困難な場合が多いことを前提とするこ
とである。信頼性の高い仮説を立てることは難しいし、仮説に頼るのはむ
しろ危険ですらある。例えば、ある学生の成績が急に下がった場合、その
理由を表出する既存データ（例えば成績や履修・修学パターンや教科情報）
で判断することには限界がある。仮説先行型の定量分析のみに依存するの
ではなく、マインニング等の機能を活用して、例えば下がるパターンの傾
向分析を多角的観点から行い、探索的に要因の可能性を探り、個別対応へ
とつなげていく、根気の要るプロセスが求められる。 
 これらの分析行程を経て産出されたアウトプットはできる限り敏速に組
織内で共有されなければならない。先に触れたように、一橋大学では適宜
学内の教育関係専門委員会に報告される他、評価活動時には自己評価委員
会へ報告し、評価報告に盛り込まれることとなる。特に 2007 年以降は GPA
の導入課程にあり、GPA 導入検討委員会、制度実施委員会、制度運営委員
会及びワーキンググループへと報告されている。これにより制度改革、授
業開発、就職支援のための直接・間接的資源として活用されるよう設計が
なされている。 

さらに、個々の教員によるデータや分析に関する依頼も少なくない。個々
の教員からの要請はナレッジマネージメントの発端ともなる。データや分
析を依頼するのはその教員が教育に強い関心や問題意識を持つからであり、
依頼があった時点ですでに相互の情報共有が可能であると言える。教員
個々の関心、データ活用の方法、データの在り方に関する意見や要望をく
み取り対話することは、IR から発して KM を介在させ得る強力な教育改善
のリソースとなると考える。 

 
４．中期における拡充 

 
 IR を開始した 2006 年から 5 年を経た 2011 年、一橋大学は文部科学省の
大学教育・学生支援推進事業の大学教育推進プログラムに採択された。『単
位実質化マキシマムモデルの実践と普及－カタリストとしての IR』という
取組名が示す通り、教育と学習の実質化を IR を媒介して促進しようと企
図された取組である。事業内容は、（1）GPA 制度の本格導入に伴い成績評
価の見直しと適正化を支援すること、（2）学習の実質化を可能とする授業
モデルを開発すること、（3）学生の充実した学習を促すための修学支援、
の三つの活動を IR が情報面で支えるとともに、各活動及び全体の効果を
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検証してその結果を活動へと反映させる PDCA サイクルを設計していく
ことであった。図２は各活動と IR の位置づけ並びに相互の関連性を示し
たものである。ここでは中央に位置する IR の機能に焦点をあてたい。 

IR の本活動における課題は、それまで培ってきた基盤（図 1 に示した構
成）の上に、その潜在力をより伸ばしていくことであった。とりわけ、2010
年の GPA 本格導入により、データの蓄積、加工、分析はそれまでより一
層敏速かつ正確に行うよう迫られており、これに対応することが主要課題
となった。要件値適用のインパクトを多様な側面から正確に把握する一方
要件を満たすことができない学生には敏速な支援・指導をしていかなくて
はならないからである。学生の命運を分ける可能性さえあり、「調査」や「研
究」という枠では括りきれない緊迫した業務となる。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 カタリストとしての IR 

 
もう一つの課題として、分析結果を各部局、教員、職員間で広く共有でき

るようシステム面の補強を図ることとした。これまで構築してきたデータ
ベースの拡充、セキュリティーの強化、データ共有アプリケーションの開
発を含む配信面での基盤強化に取り組むこととなる。後者はナレッジマネ
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ージメントのコンセプトをより強化しようとする道程でもあった。 
以下では、システム面の補強に焦点をあてて、（1）システム基盤とアプ

リケーションの強化、（2）データ構築・加工技術の簡素化と効率化、（3）
情報共有のインターフェイスの開発・運用の順に述べる。 

 
4.1 システム基盤とアプリケーションの強化 

図 1 で示された「データイン」の部分では、当初セキュリティーへの配
慮から、データは教学データを所有する教務課と IR サイト間を担当責任
者が記憶装置を使って物理的に運ぶという方式をとっていた。学生情報の
ローデータを学内ネットで配送することについては慎重を期していたので
ある。しかし、中期の取組では、教務と IR 間におけるセキュリティーを
強固にすることにより、分析用データの配送をオンラインで行うことがで
きるようになった。 

まず、学内の情報基盤センターの指導を得て、確保すべきセキュリティ
ーレベルの確認をし、次いで教務電算システムの開発と保守を担当する外
部業者と念入りな打合せを行い、データの暗号化、複合化、再生の技術を
使用することとした。さらに、データへのアクセス権限の管理を強化する
ことにより 3 重に安全確保の措置を講じている。 

配信ルートの設置により、それまでは学期に一度という頻度でデータベ
ースを更新していたのが、必要に応じて適宜更新することができるように
なったことの意味は大きい。履修登録が終了しても学期中に様々な変更が
あるために、データ更新の頻度が増えることは学生の履修行動を正確に把
握するために欠かすことができないためである。 

また、これを機に、教務サイトのデータと IR サイトの分析データの定
義を一意にするとともに、定期的分析テーマと今後予測される分析課題を
整理し、それらに必要とされる変数及びパラメータを明確にして、データ
構成に反映させる作業を行っている。これによりデータの加工から分析ま
での時間が短縮されたことは言うまでもない。 

アプリケーション開発の分野ではまた、教務事務電算システムの中に
「Early Alert」機能を搭載したことを特記したい。Early Alert とは、米
国を中心に広く普及している、成績不振学生などを早期に把握して敏速に
支援へとつなげていくことを目的とした教学支援システムである。一橋大
学の場合は各学期の単独 GPA及び累積 GPA が一定に満たない学生を認識
して適切な指導、支援に結びつけるシステム面での基盤となるよう設計さ
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れた。各学期の成績が教務データベースに入力された時点で、成績や履修
情報をシステム上で集計し、速報値として各専門委員会、各学部・研究科、
学生相談室専門委員、大学教育研究開発センター等が活用できるように設
計されている。 

 
4.2 データ構築と加工技術の簡素化と効率化 

データベースは、その運用とともに、水平的にまた垂直的に拡大するの
が通常である。IR における水平的拡大とは、データの種類が増えることを
意味し、例えば学生に関するものあれば学習状況、教育内容、学生生活等
多種のデータを統合して分析の多角性を確保しようとの意図がある。一方、
垂直的拡大とは、既存のデータについて、データの深さ、すなわちデータ
毎の変数が増えることを意味する。水平的拡大によっても齎される結果で
あるが、それに加えて、分析の便宜を高めるために既存の変数を分析しや
すい形に変換していくなどの作業の結果として垂直的拡大が進む。 

データの厚みが増すと、データベースを階層化する必要が生じてくる。
（1）セキュリティーレベル、（2）データの発生元もしくは所有者、（3）デ
ータのタイプ（定量か定性かなど）、（4）用途あるいは分析課題によって、
データを分類・系統化する作業が必須となってくるのである。階層化及び
分離する際に留意すべきことは、どのデータセットにおいても変数やケー
スの定義や用語を常に統一することである。分析課題によって、異なるデ
ータセットを統合するわけだが、その際に変数の定義に一貫性を欠くと統
合が困難になり多くの負担が生ずる。このような処理はデータの蓄積と同
時並行で行われるべきであり、新たなデータが入る度にルーティン化しな
くてはならない業務である。また、電算処理の専門技能が求められる工程
でもあり、例えば、変数やケースの定義を統一にするためのプログラミン
グ、ベースデータから必要なデータを適宜抽出のためのインターフェイス
の構築などがそれである。これらの業務は、外部業者に委託したり、工学
部を有する大学においては、学内有志で行ったりすることが可能であろう。
一橋大学の場合は、IR 部門に数理工学の専門家を採用して本業務を遂行し
ている。 

 
4.3 情報共有のインターフェイスの開発・運用 

最後に分析と配信面、すなわち、情報共有のためのインターフェイスの
開発・運用について触れる。蓄積データの種類と量が増えるに連れ、分析
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の種類や量も増える。その逆も真であり、分析ニーズが増えると、それに
必要なデータを収集しようとする故、両者は相互に増え続ける。IR の開始
初期は、探索的に新たな分析を加えていくことが大切である。しかし、経
験が蓄積されるに連れて、定期的に需要のある分析を可能な範囲で自動化
していくことにより効率が高まり、情報共有も敏速になり、加えて新たな
分析を開拓できる時間的余裕もできてくる。 

IR の第 2 段階では、それまでの 5 年間の分析経験の中から需要が多かっ
た、あるいは定期的にニーズがあった分析や集計を整理し、それらをパタ
ーン化する作業を行った。分析項目を定義・整理し、分析のためのコマン
ドに汎用性を持たせ、出力したアウトプットをできるだけビジュアル化し
てプロセスの簡略化に努めたのもその例である。 

そして、これらのアウトプットを配信するために、分析結果配送システ
ムを教務事務電算システム内に搭載した。これにより各部局に適宜集計結
果や分析結果を配信することが可能となり、情報共有のルートが大幅に拡
大したといえる。それまでは、教育関連の専門委員会への報告として、も
しくは個々の部局や教員から要請があった際に分析して配信するという受
動的な対応が主であったが、このことを機にある程度パターン化した分析
を計画的に行い、その結果を能動的かつ定期的に提示するようになってい
った。また、その結果として更なる分析要望があった場合にはそれに対応
する体制が整ったといえる。 
 
５．IR のスキルミクス －KM への可能性 

 
最後に IR を実践するために必要なスキルをまとめ、その集合体として

の機能と、そこから KM への発展性について考えたい。IR に必要なスキル
や知識は米国の専門家によって広く議論されている（Knight 他 1997、
Terenzini 1993）。特に経験知や素養を含む「コンピテンス」とも言えるス
キルが定義されており、例えば、Terenzini は IR のスキルは 3 層に分けら
れるとし、一層目が IR の基本的分析プロセスに熟知した技術的・分析的
知力、二層目が大学業務における実質的組織管理の知識から構成される問
題に関する知力、そして三層目が特定大学の文化や歴史を理解する文脈的
知力を挙げている。 

これらの観察は IR の経験を数十年にわたって積み重ねてきたアメリカ
だからこそであり、また、これら三層の条件を満たす人材も少なくないの

205



であろう。しかしながら、IR が始まったばかりの日本においては、全層に
おけるスキルを有した専門家は未だ育ってはいないように思われる。従っ
て、それぞれの層における適任者が共同で IR を構成し、全体として最適
なスキルミクスを整えることとなる。二層目と三層目は、IR に特化したス
キルではかならずしもない。一方、一層目は IR 実践に特定なスキルであ
る。よってここではまず、IR 実践に欠かせない第一層のスキルに焦点をあ
てたい。 

図3の左手に示す、「統計理論」、「教育調査・分析法」、「IT、システム、
プログラミングのスキル」が、第一層に位置づけられるスキルである。無
論これらに限られるわけではなく、また、IRの業務内容が違えば自ずと変
わるものであろうが、教育IRにおいてはこれらのスキルは必要不可欠であ
る。統計理論一つをとっても、数理的解析に適用されるものから教育統計
に適用されるものまで多岐に及ぶが、分析の対象によって多様な理論を駆
使することが重要である。例えば、教育統計は、学生の学習時間の分析な
どへの当てはまりは良いが、1年次の履修パターンと成績をベースに3年後
の成績分布を予測する、などの分析は数理統計モデルを応用する。分野専
門的な能力が必要となるわけだが、このような分析モデルについては、
GPA運営委員会等を通して議論し、アイデアを出し合い、また学内の当該
分野の研究者を紹介し合うなどする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 IR のスキルミクス 

 
次に、教育調査・分析法のスキルが挙げられる。アメリカやイギリスで

は、Education StatisticsあるいはStatistics in Education、Research Method 
in Educationなど、教育に特化した統計や調査法の専門コースがある。IR
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と関連した観点では、学生の修学状況、修学のパスウエイ、学習（教育）
成果のファクター分析などを扱い、これらの分野知識と研究スキルを有す
ることがIRの分析を進める上で重要となる。その基盤スキルの上に、例え
ば統計処理の際は、集計が適切か、定量的に解析するべきなのか、あるい
は、定量的調査・分析に加えて定性調査・分析も必要なのか、などを判断
していくこととなる。 

先述したように教育統計分析において特に留意すべきは、仮説主導型に
なりがちな定量分析に、オープンエンド型のアプローチを可能な限り組み
合わせていくことである。フォーカスグループとのインタビューや、個々
の教員とのヒアリング、教育現場のオブザベーション等、いわゆる「トラ
イアンギュレイト」を駆使することが重要である。分析の速さが問われる
状況にあっても、これらの手間を怠って間違った結論に至ることがないよ
う十分な配慮を要する。そして、ここにおいても重要となるのは教員同士、
あるいはIRスタッフと教員とのコミュニケーションであり、現場の声を聴
き知恵を出し合うKMの実践なのである。 
 最後に、IRサイトにおいてはITや電算システム、プログラミングのスキ
ルが不可欠であり、これはIR実践における中期活動の主役ともなった。繰
り返しになるが、外部に委託する、専門家を採用する、工学部などを有す
る大学においては、学内でスキル調達する、などの手立てがある。 
 このようなスキルミクスを以て、IRのアウトプットが産出される。その
アウトプットの形態は一様ではなく、システム処理型、集計型、分析型、
マイニング型などに分けることができよう。まず、敏速にアウトプットを
産出しなくてはならない定型化した集計についてはできるだけ電算システ
ムに組み込むことである。システムでできることは、できるだけシステム
上で行っていくことが望ましい。例えば、先述したEarly Alertでは、常に
アップデイトされた情報に基づき敏速に集計結果を出さなくてはならない
一方、探索的な分析は少なくとも短期的には必要とされない。このような
処理はできるだけ自動化するべき、システム処理型のアウトプットといえ
る。 

そしてIRスタッフが人的に行う分析についてもメリハリが必要である。
一般的な集計結果を入手したいと考えるクライアントに統計手法を駆使し
た分析報告を出してもあまり意味がない。しかし、適切な集計を行うため
には前もって統計解析を行っておき、しかるべく仮説をたてて検証し、結
果に信頼性が確保できればそれを前提に集計に戻る場合も少なくない。基
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本は、クライアントが欲する情報は何を以って最も適切に示し得るか、と
いうことを問い続けることである。それが明らかにできれば、そのために
はどのようなデータを、どの観点からいかに調査・分析して、その結果を
どのように表示するか、ということを定めていくことができる。  

さらに、担当する部署についても順次妥当性を見直す必要がある。例え
ばIRの発想で始めた業務でも、長期的には教務の一環として位置付けたほ
うがよいこともある。むしろ、教務サイトで可能なことは教務のサイトで
やっていくことが望ましい場合が少なくない。教務担当の職員は日々学生
と接することで追われているため、過剰な負担とならないよう配慮が必要
ではあるが、学生のデータが入る窓口であることから、即時性が問われる
アウトプットはできるだけその現場で作成することが望ましい。これと関
連して、教務専門職と研究職が担う業務のすみわけ、そして協働のあり方
を模索することも、IRの課題の一つと言える。 
 
６．結びに代えて －IR と KM の循環的稼働   

 
 本稿ではアメリカ型教育 IR の立ち上げから安定期にかけての活動を一
橋大学の例を以って記した。IR は様々な教学活動を媒介する一方、組織内
のコミュニケーションを活性化するインターフェイスともなり得る点に注
目し、そこから知の共有、KM の可能性を探ったものでもある。IR から
KM へとつなげていくアプローチとして有効なのは、 

(1) 情報の発信は能動的でありながらも、フィードバックを求めそれを
汲んで次なる IR の展開に反映させること 

(2) 組織を構成する個々人の興味・関心に応えるべく、そのニーズに日
頃より敏感であること 

(3) 課題が表出したら、それに対して柔軟に対応し、可能であればその
解決工程への学内教職員の参加を求めること 

(4) 問題意識や課題を共有したなら、IR の作業も分担あるいは協働を求
めるか、少なくとも IR 展開上のインプットを得ること 

などが現段階で明らかになっている。 
これらのことは組織的に教育関連専門委員会や、ミッション別のワーキ

ング等を通して可能であり、その場合は教員が委員としての任務をおびて
いるため比較的容易に協働の体制を作りやすい。しかしながら KM を学内
に浸透させ、それすなわち草の根的に教育向上に資するものとしての位置
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づけを得るためには、日常の教学活動の中でこそ KM が実践されなければ
ならない。 

それを実践する場は召集される委員会でも IR のサイトにあるものでも
なく、例えば教育活動における教員の相互参観を通して、学生との対話の
中から、そしてより日常的な会話の中にあるのではないか。そして、そこ
から発せられる情報は定量的データとして解釈され得るものではなく、
個々の教員の教育方針や理念として、むしろデータを生んでいく側にある
のだろう。それらの集合体が大学の歴史や文化と融合・調和した時に大学
全体の教育理念となり、むしろそこから IR の方向性も導き出されていく
ものと考える。 

 
注 

 

1) 日本における IR の導入背景、役割等については、山田（2011）及び私学高
等教育研究所（2011）等が詳しい。 

2) 米国を中心とした IR の定義、発展経緯、目的、活動等については他に、
Delaney（1997）、Peterson（1999）、Thorpe（1999）を参照されたい。 

3) ナレッジマネージメント（KM）自体はこれより先に組織改革のためのメソ
ッドとして、Nonaka（1991）そして Nonaka & Takeuchi（1995）が提唱し
たものである。「組織的知識創造理論」という概念を発表し、KM は組織に
おける継続的な知識創造と競争優位性確保の源泉となるとした。また、これ
を実践できる組織を「Knowledge Creating Company」と称し、Hargreaves
（1999）の「Knowledge Creating School」は、その延長上にあると言える。 

4) KM が IR 部門になぜ、そしてどのような経緯で位置づけられるに至ったか
については Kidwell（2000）、松塚（2010a）を参照されたい。 

5) 九州大学は 2001 年に設置された「評価情報開発室」を前身とし、法人化の
2004 年に改組された「大学評価情報室」が、（1）全学・部局への評価に関す
る情報・ノウハウの提供、評価書作成支援、（2）大学の管理運営や評価活動
支援のための教育データの収集・分析と、ウェブページや、入学者数や在籍
学生数などの情報をまとめた『ファクトブック』の配信、（3）教員の教育・
研究活動のデータベース「大学評価情報システム」の構築と学外への公開を
行っている。専用サイトのアドレスは以下である。 
(http://www.ir.kyushu-u.ac.jp/home/) 
名古屋大学では、2001 年に「大学評価情報分析室」が設置されたが、2004
年に「大学評価企画室」として改組され現在に至っている。主な業務を、（1）
中期目標・中期計画策定に関する支援、（2）年度計画の策定・実績報告書の
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作成に関する支援、（3）教員データベースシステムの開発支援、（4）認証評
価に関する支援、（5）教育成果調査の実施、（6）大学におけるさまざまな活
動に関するデータの収集・分析、（7）「評価企画室ニューズレター」の発行、
としている。専用サイトのアドレスは以下である。 
(http://www.epe.provost.nagoya-u.ac.jp/) 

6) ここにおける「アメリカ型の IR」の定義については、注記 2）で取り上げて
いる米国の IR に関する主要文献に加えて、2009 年に筆者が実施した、米国
IR 協会（Association of Institutional Research）の他 4 件の専門団体と 7 大
学の訪問調査に基づいている。その報告は松塚（2009a）にまとめている。 

7) 分析結果は学内の専門委員会で検討された後、学外への公開が妥当であると
判断された場合は活動報告書等のかたちで公開される。公開報告例としては、
松塚（2007）、松塚・山本（2008）、松塚（2009b）、松塚・白松（2009c、 
2010b）等がある。 

8) 平成 24 年度入学式式辞の中で山内進一橋大学長は、「社会科学」を「（普
通の人々から成る）人間社会に生起する諸問題を感知、発見する学問、その
諸問題を冷静に分析し、理解する学問、そして最終的にはこれを解決するた
めの学問」であるとし、そのような学問への心構えである「社会科学の精神」
が、同大学による政治経済社会の発展とその創造的推進者の育成に貢献して
きたことを述べている。 

9) アメリカでの現地調査については、松塚（2009a、2010a）にまとめられてい
る。 
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